
杉並区区民意見の提出手続制度実施状況 
                             平成 23年 12月 21日更新 

● ご意見募集中の案件一覧 

№ 案件名 公表日 
公表案の 

閲覧場所 

意見提出 

期 限 

意見提出 

方 法 
問合せ先 

 

 

１ 

 

 

 

「第 9次杉並区

交通安全計画」

案の策定につ

いて 

平成 23 年 

8月 11 日 

交通対策課 

区政資料室 

区 民 事 務

所・分室 

駅前事務所 

図書館 

平成 23年 

 9月 9日 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

都市整備

部交通対

策課 

 

 

２ 

地方自治法改

正に伴う自治

基本条例の改

正について 

平成 23 年   

9月 21日 

企画課 

区政資料室 

区 民 事 務

所・分室 

駅前事務所 

図書館 

平成 23年 

10月 20日 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

政策経営

部企画課 

 

 

３ 
杉並区基本構

想答申につい

て 注 1) 

平成 23 年 

11月 11日 

企画課 

区政資料室 

区 民 事 務

所・分室 

駅前事務所 

図書館 

平成 23年 

12月 10日 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

政策経営

部企画課 

 
 
４ 

杉並区総合計

画(案)・杉並区

実行計画(案)

について 

平成 23 年 

12月 1日 

企画課 

区政資料室 

区 民 事 務

所・分室 

駅前事務所 

図書館 

 

平成 23年 

12 月 30 日

注 2） 

 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

政策経営

部企画課 

 
 
５ 

「杉並区減税

基金条例」の廃

止案について 

平成 23 年 

12月 1日 

企画課 

区政資料室 

区 民 事 務

所・分室 

駅前事務所 

図書館 

平成 23年 

12 月 30 日

注 2） 

 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

政策経営

部企画課 

 

注 1）№3「杉並区基本構想答申について」は、杉並区基本構想審議会が「区民等の意見提

出手続に関する条例」を準用し実施するもの（区の事務窓口としては、政策経営部企画課）。 



№ 案件名 公表日 
公表案の 

閲覧場所 

意見提出 

期 限 

意見提出 

方 法 
問合せ先 

 

 

６ 

 

 

 

（仮称）杉並区

暴力団排除条

例（案）骨子に

ついて 

平成 23 年 

12月 1日 

地域安全担

当、区政資料

室、区民事務

所・分室 

駅前事務所 

図書館 

平成 23年 

12 月 30 日

注 2） 

 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

危機管理

室地域安

全担当 

 

 

７ 

 

 

 

第 5期杉並区介

護保険事業計

画（案）につい

て 

平成 23 年 

12月 1日 

高齢者施策

課、区政資料

室、区民事務

所・分室、駅

前事務所、図

書館 

平成 23年 

12 月 30 日

注 2） 

 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

保健福祉

部高齢者

施策課 

 

 

８ 

 

 

 

（仮称）杉並区

墓地条例（案）

の制定につい

て 

平成 23 年 

12月 11 日 

生活衛生課、

区政資料室、

区民事務所 

・分室、駅前

事務所、図書

館 

 

平成 24年 

1月 10日 

 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

杉並保健

所生活衛

生課 

 

 

９ 

 

 

 

（仮称）杉並区

中小企業勤労

者福祉事業条

例（案）の制定

について 

平成 23 年 

12月 11 日 

産業振興課

特命事項担

当、区政資料

室、区民事務

所・分室、駅

前事務所、図

書館 

 

平成 24年 

1月 10日 

 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

産業振興

課特命事

項担当 

 

 

10 

 

 

 

杉並区教育ビ

ジョン２０１

２（案）につい

て 

平成 23 年 

12月 21日 

教育委員会

事務局庶務

課、区政資料

室、区民事務

所・分室、駅

前事務所、図

書館 

 

平成 24年 

1月 19日 

 

文書 

ＦＡＸ 

電子メール 

ホームペー

ジ 

教育委員

会事務局

庶務課 

 
注 2）意見提出期限が 12月 30日までの案件にかかる閲覧及び意見の提出についてご注意く

ださい。 

公表案の所管課、区政資料室、区民課各区民事務所・分室・駅前事務所での閲覧及び意

見提出は、年末閉庁初日の前日（12月 28日）までとなります（区公式ホームページ「区政



資料」での案件資料の閲覧は、12月 30日まで見ることができます。）。 

また、区公式ホームページの「電子掲示板」及び公表案を所管する部署宛てのハガキ、

封書、ＦＡＸ、Ｅメールによる意見提出期限は、12月 30日までとなります。 
 
 


